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令和５年１月度 教育委員会要旨録

１ 開催日 令和５年１月２６日（木） 午後１時００分～

２ 場 所 多可町役場 特別会議室

３ 出席者 教 育 長 越川 昌信

委 員 安藤 和志

委 員 木俣 美代子

委 員 岩田 光代

４ 陪席者 教育総務課副課長 山本 聡

学校教育課長 吉田 勇二

学校教育課副課長 吉川 成悟

こども未来課長 市位 孝好

教育総務課 吉田 宏行

教育総務課 高見 英明

５ 議 案

議案第１号 多可町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則の制定に

ついて

議案第２号 多可町いじめ問題対策委員会設置規則の一部改正について

承認第１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について（令和４年1２月分）

６ 協議事項

協議第１号 令和４年度 多可町教育方針及び主要施策に基づく取組状況の検証

について

７ 報告事項

(１)各種委員会の報告

(２)教育委員会事務局の報告
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【教育総務課】

① 令和４年度 就学援助制度申請状況について

② 就学援助について

○新入学学用品準備費の入学前支給について

③ 学校の令和４年度卒業式及び令和５年度入学式について

④ 多可町立統合中学校開校準備委員会について

第３回： ３月１６日（木） 午後７時３０分～

於；ベルディーホール会議室

（総務部会）

第４回： １月１７日（火）午後７時００分 於；多可町役場

第５回： ３月 ７日（火）午後７時００分 於；多可町役場

（通学部会）

第４回： ２月 ９日（木）午後７時３０分 於；八千代プラザ

第５回： ３月 日程調整中

⑤ 多可町立統合中学校建設設計業務にかかる公募型プロポーザルについて

多可町立統合中学校建設設計業務について、公募型プロポーザル方式によ

り契約交渉者を決定します。

１．件名 多可町立統合中学校建設設計業務

２．業務概要

（１）業務名：多可町立統合中学校建設設計業務

（２）業務内容：多可町立統合中学校にかかる基本設計及び実施設計

その他、統合中学校グラウンド設計等を含む。

（３）履行期間：契約日から令和５年３月３１日（金）まで

ただし、繰越が認められた場合、令和６年２月２９日（木）ま

でとする。

（４）業務規模：延床面積7,900㎡程度（校舎のみ）

（５）上限提案価格：総額200,000千円（税込）

⑥ 多可町図書館事業について

○２月の行事予定

⑦ 那珂ふれあい館事業について

○２月の行事予定
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○第３回多可町文化財保存活用地域計画協議会

日 時：令和５年１月２９日（日）午後１時００分～

場 所：那珂ふれあい館 研修室

内 容：多可町文化財保存活用地域計画の方向性・ビジョン

多可町文化財行政の課題

多可町文化遺産の特色、関連文化財群の設定

○第２回 多可町文化財保護審議会

日 時：令和５年２月１８日（土）午前１０時半～正午

場 所：那珂ふれあい館 研修室

内 容：多可町指定文化財指定について

○第２５回 多可町おもしろ歴史セミナー

（第１回）

日 時：令和５年２月５日（日）午後１時３０分～３時３０分

講 師：兵庫県文化財巡視員 森下大輔氏

テーマ：旧中村天神社所蔵の大般若経について

場 所：那珂ふれあい館 研修室

内 容：加古川市の法恩寺には、鎌倉時代の法治元年（1247年）の年号

が書かれた大般若経があります。このお経の多くには、多可町の

「播州安田庄内中村天神宮」などの記載があり、長年ナゾとされ

てきました。今回、改めてこのお経を調査された森下氏に、この

ナゾの記載や調査成果の概要、多可町各地に残る大般若経などに

ついてお話をしていただきます。

（第２回）

日 時：令和５年２月１２日（日）午後１時３０分～３時３０分

講 師：播磨学研究所運営委員兼研究員 埴岡真弓氏

テーマ：多可町のオトウ神事 ～受け継がれる伝統～

場 所：那珂ふれあい館 研修室

内 容：多可町の大半の集落には、「オトウ神事」が受け継がれており、

「オトウ人」を務められた方も多いのではないでしょうか。町内

の祭礼調査をされた埴岡氏に、「オトウ」の歴史や意義、その本来

の役割などについて、多可町の「オトウ神事」を参考にお話をし

ていただきます。
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（申込み）

那珂ふれあい館 ℡３２－０６８５ ・ Fax３０－２７３０

申込期限：令和５年１月２９日（日）午後５時００分まで

⑧ １２月定例教育委員会要旨録について

⑨ 第２回多可町総合教育会議要旨録について

【学校教育課】

① ２月の行事予定について

【こども未来課】

① ２月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

と き：令和５年２月２２日（水） 午後１時３０分～

(４)その他

閉 会
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【開 会】

教育長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

安藤委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１) コロナウイルス感染症およびインフルエンザの感染状況について

新型コロナ第８波の感染状況につきましては１月24日現在、多可町内の小・

中学校では陽性者が15名、濃厚接触者が７名で、現在、学年閉鎖は八千代小

学校の３年生となっております。こども園の状況は陽性者が11名、濃厚接触

者６名で、現在キッズランドやちよの５歳児が登園自粛となっております。イ

ンフルエンザにつきましては、町内の学校園で合計感染者が３名という状況で

す。厚生労働省の専門家会合では、全国的に減少傾向に転じたとの分析を示し

ており、最近１週間の全国の感染者数が前の週の0.75倍と報告しております。

これが１月17日現在の状況で、高齢者ワクチン接種が進んだことや感染して

免疫を持った人が増えたことが要因であるとしております。ただ減少傾向が見

られない地域もあり、ピークアウトしているかはもう少し見ていく必要がある

としています。一方、これまで主流であったオミクロン株BA.５の感染者が減

少し、同 BQ.１系統などの変異株の割合が増えているとして感染症の再拡大

には注意が必要としています。また、国においては現在、第２類となっている

コロナウイルス感染症をインフルエンザと同じ第５類とする検討も行われてお

り、国の動きを注視しながら感染拡大防止を図ってまいります。

（２）統合中学校についての動きについて

昨年11月30日に第２回統合中学校開校準備委員会を開き、総務部会と通学

部会の協議についてご承認をいただきました。その後、第４回総務部会を１月

17日に開催し、制服や学校名について協議をしております。併せまして学校

名の公募を１月１日から31日にかけて行っております。また制服につきまし

ては１月広報や学校だよりなどでアンケート結果をお知らせしております。さ

らに１月11日の校長会で教育・事務部会について組織等を提案し、今後来年

度に向けて部会を開催していくこととなっております。通学部会につきまして

は、次回、第４回の部会を２月９日に行う予定です。また、校舎建設に係る設

計業務については、２月７日に公募型プロポーザル方式により審査会を行い設

計業者を決定することとなっており、令和５年度中の完成をお願いしておりま

す。
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（３）おもしろ算数数学講座について

今年の１月９日で27回目を迎えます、おもしろ算数数学講座を八千代プラ

ザにて開催いたしました。西脇高校ご出身の大阪大学の臼井先生をはじめ４名

の先生方に、今年もボランティアでお世話になりました。対面による参加が2

2名、Zoom及びYouTubeによるオンライン参加が８名と合計30名の方々の参

加がありました。今後もこの事業を実施してまいりたいと考えております。

（４） 小学１年生わくわくべルディーについて

１月13日、町内の小学１年生111名をべルディーホールに招待し小学１年生

わくわくべルディーが開催されました。これはコロナ禍の中、こども園の年長

さんの時に計画されていた行事が中止となってしまい、このプログラムを経験

していない現在の小学１年生に、これを何とか提供したいという文化会館運営

評議員の皆さんの熱い思いと各小学校のご支援等により実現したものです。約

１時間にわたってothers野津さんによる楽しいお喋りの中にマジックやジャグ

リングを交えたステージが繰り広げられました。令和８年４月に誕生する統合

中学校の同級生となる１年生にとって初めて共に将来の同級生と過ごす素敵な

ひとときとなりました。これから小学校生活の間にお互いに学校を超えて顔見

知りとなる機会を設けてまいりたいと考えております。

（５）文教ふくし常任委員会の多可町学校給食センター視察について

１月18日、多可町議会の文教ふくし常任委員会の委員長さんをはじめ６名

の委員さんと議長さんが多可町学校給食センターを視察されました。初めに学

校給食センターに常駐する所長、課長補佐、栄養教諭から自己紹介と議員の皆

さんの自己紹介があり、和やかな雰囲気で視察が始まりました。次に、学校給

食センター職員が安全で安心な給食の提供について資料に基づき丁寧に説明さ

せていただきました。説明の後、一人一人の議員さんからの質問にお答えをい

たしました。議員さんからは残食を防ぐ取り組みや安全な食の提供に関する質

問などが出されております。食材が高騰する中で工夫をしながら、安全、安心

で美味しい給食の提供に心がけているセンターの取り組みを、町民の代表であ

る議員の皆様に知っていただけて、大変有意義な視察となりました。

（６）12月定例会定例議会の採決結果について

前回の定例教育委員会でご報告させていただきました、通園バスの安全装

置に係る臨時予算案や学校給食事業特別会計補正予算案など教育委員会関係の

全ての議案は承認されております。また、安藤教育委員さんの再任につきまし

てもご承認いただきましたことをご報告いたします。
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以上６点を私からの報告とさせていただきます。ただいまの報告につきま

して何か質疑等はございますでしょうか。よろしいですか。

委 員：はい。

教育長：特に質疑等はないようですので、日程第３議案 第１号 多可町教育委員会

個人情報の保護に関する法律と施行規則の改正制定についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。

日程第３ 議案

議案第１号 多可町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則の制定に

ついて

事務局：本件の提案の背景としまして国より令和３年の５月にデジタル社会の形成

を図るための関係法律の整備に関する法律というものが公布され、個人情報

の保護に関する法律というものができています。これは令和３年９月にデジ

タル庁が発足するなど、国や地方のデジタル業務の改革を強力に推進してい

こうという国の姿勢の中で、国の行政機関とか独立行政法人、また地方公共

団体など、これまでは法制度がそれぞれバラバラであったものを一元化して

全国的な共通ルールのもとで運用していこうということや、データ活用の支

障となるような現行法制の不均衡や不整合を是正することを目的に実施され

ました。議案第１号の第１条では国の法律とその法律を運用するために制定

した多可町の条例で、これの施行に必要なことを定めるという趣旨が書かれ

ており、第２条のところでは、必要なことは多可町の個人情報の保護に関す

る法律等施行規則の例に倣うとしております。なお、これに伴い廃止となる、

これまでの多可町教育委員会で所管する多可町個人情報保護条例施行規則、

この考え方も町の個人情報の保護条例施行規則の例に倣うというものでした

ので、考え方としては特に変わるものではありません。町の改正に合わせて

本規則の制定を提案させていただくものです。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございませんでしょうか。

これは国の法律の改正に基づいて教育委員会関連の施行規則を改正するとい

うことでよろしいですね。いかがですか。
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事務局：はい。

教育長：それでは質疑等ないようですので採決に入りたいと思います。議案第１号

多可町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則の制定については

承認することでご異議ございませんか。

委 員：ありません。

教育長集約：ありがとうございます。それでは、議案第１号については異議がない

ものと認め提案どおり可決いたします。続きまして議案第２号 多可町いじめ

問題対策委員会設置規則の一部改正についてを議題とします。事務局の説明

を求めます。

議案第２号 多可町いじめ問題対策委員会設置規則の一部改正について

事務局：それでは、議案第２号の説明をさせていただきます。この多可町いじめ問

題対策委員会設置規則の中で第９条のところの但し書きの中に「個人情報」と

いう文言があり、この個人情報の根拠となる法令が、先ほど第１号議案の中で

説明させていただいた国の法改正の関係で今回の改正が必要となったもので

す。これまで個人情報を規定していたのは多可町の「個人情報保護条例」でし

たが、今回の改正による法制度の一元化により「個人情報の保護に関する法律」

のその部分が変わりますので、該当部分を改正させていただくということです。

ご審議よろしくお願いいたします。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございますでしょうか。

先ほどの議案と関連した国の法律改正に合わせたものです。質疑がないようで

すので採決に入りたいと思います。議案第２号については承認することでご異

議ございませんか。

教育長集約：ありがとうございます。それでは、議案第２号 多可町いじめ問題対策

委員会設置規則の一部改正については異議がないものと認め提案どおり可決い

たします。続きまして、承認第１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認に

ついて令和４年12月分を議題とします。事務局の説明を求めます。

承認第１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について（令和４年度12月分）

事務局：令和４年度12月分の申請です。今回は２件ありました。東播吹奏楽連盟か
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ら第32回東播アンサンブルコンテスト・第35回東播アンサンブルコンサート

が１件、それと落語と吹奏楽のコラボ 忠臣蔵実行委員会から、落語と吹奏楽

のコラボ 忠臣蔵の講演会の申請が１件の合計２件の申請があり、承認してお

ります。

教育長：ただいまの事務局の説明につきましてご質疑等ございますか。委員さんお

願いします。

委 員：特別、質疑はありませんが、毎回こうしていろいろと文化的な活動につい

て各団体の申請が行われていることは非常に大事なことだと思います。ぜひ頑

張っていただきたいのですが、内容が十分理解できないまま承認となっており、

本日のみならず、今までにも私の知識と認識の不足で、内容が少し理解できて

いないことがあるため、それをどうしたものかと毎回思いながら話を聞いてお

ります。ただ、非常に文化的な活動であることは良くわかりますので前向きに

考え、ぜひ承認し続けていきたいと思います。ただ、そういった疑問点も同時

にあることを踏まえて承認しているということでお願いしたい思といます。

教育長：ありがとうございました。今回の「東播吹奏楽連盟の第32回の東播アンサ

ンブルコンテストそれから第35回東播アンサンブルコンサートについて若干

説明させていただきます。中学校の部活の吹奏楽部の発表の機会として、主に

大きなものが２つあり、その機会の内の１つです。東播全域の中学校・高等学

校の吹奏楽部が集まり、日頃の練習の成果を競うものです。中学生また高校生

にとっても日頃の練習の成果を発揮するとても良い機会であるということで後

援をさせていただきました。それから12月16日の落語と吹奏楽のコラボ忠臣

蔵実行委員会の依頼につきましても文化的な活動でとてもユニークな活動です

ので、文化の振興ということから考え教育委員会として後援させていただくと

いうものです。これからはできたら若干の説明も加えたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。それでは承認第１号は承認することでご異議ござい

ませんか。

教育長集約：はい、ありがとうございます。それでは承認第１号は異議がないもの

と認め、提案どおり可決といたします。続きまして日程第４の協議に入りたい

と思います。まず、協議第１号 令和４年度多可町教育方針および主要政策に

基づく取り組み状況の検証についてを協議いたします。
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日程第４ 協議事項

（１）多可町教育方針及び主要施策に基づく取り組み状況の検証について

教育長：これは私の方から説明をさせていただきます。後から配られました資料、「多

可町教育方針及び主要施策の検証」をご覧いただきたいと思います。毎年、３

月の議会で教育方針を出して、議員さんに説明後に４月１日以降の多可町教育

委員会の取り組みとして「教育方針主要施策」というものを先生方、各学校園

にお配りしております。検証については、特にこの教育委員会で何もお諮りも

せずに、そのまま新しい年度で次々と立てていくということをしておりました。

PDCAという言葉があり、プランを立てて実行してチェックをする、そのチェ

ックに該当するPDCのCに当たるものが、この度の検証ということになります。

検証したその改善点を、次の令和５年度の方針に生かしていきたいという思い

で、今回このような形で提案をさせていただいております。資料最初の「はじ

めに」のところに書いておりますが達成状況を４段階で評価しており、「◎が

目標値を100%達成」で「○が90%以上達成している場合」で「△は達成不十

分で90%に達してない場合」それから「●は未実施」という形で表示しており

ます。１の「目標値を持った指標の達成状況」をご覧いただきますと第２次多

可町教育ビジョンに具体的に示されている目標値を持った指標で、この１年間

の教育方針でどうだったかを挙げており、検証させていただいた文言をずっと

書いております。現在もなおコロナ禍であり幼小合同研修が依然として実施で

きない状況ですが、来年度に向けてこども園と小学校の先生方に対し周知を図

りながら幼小連携について意識を高めていきたいと思います。

それから授業内容がよくわかると感じている児童生徒の割合ですが、中学国

語で大きく下回っているという結果が出ており、授業改善に向けた中学校の取

り組みを進めていきたいと思っております。具体的には学力向上に向けて小中

共通の学習規律スタンダードのようなものを作っていきながら、小中が連携し

て行う取り組みと、また中学校区ごとに研究授業を交流し合うなどの取り組み

も必要と考えているところでございます。

それから「自分にはよいところがある」と思う児童生徒の割合は小中ともに

少し低くなっており、自尊感情を高めていく取り組みが、これからも必要だと

考えております。特に自尊感情を高めるにはボランティア活動などが有効とい

われており、コロナ禍でなかなか実施しにくい状況にありますが積極的に推進

する必要があります。

また、「朝食を毎日食べる児童生徒の割合」についても、小中学校ともに少

し低くなっております。これは家庭とも連携して取り組んでいかねばならない

ことですので、各学校の学校保健委員会があり、そこにPTAの方々もお見え
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になっております。そこでテーマとして取り上げていただきながらご意見を伺

うことも必要かと思います。

それから新体力テストの結果です。小学校は目標どおりですが、中学校では

全８種目中の２種目で上回り、残り６種目で下回っておりますので「楽しみな

がら継続して運動に親しむ習慣作り」を中学生の中で作っていくことが求めら

れております。また、「たかチャレンジ！」を取り入れながら体力の向上を図

る取り組みをしておりますので、そういうことも交えながら改善をしていきた

いと思っております。

それから特別支援コーディネーターの派遣についてはコロナ禍の影響があっ

たと思われ、各校の特別支援コーディネーターが中心になって計画を進めてい

く必要があると考えております。

また、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合、これは中学校で低くな

っておりますが、２年生で実施しましたトライやる・ウィークで今年は５日間

の職場体験実施ができました。来年度も今年度と同様に５日間の職場体験を実

施する方向で検討することが大切になっていきます。このようなことから夢や

目標を持てる子どもたちを増やしていきたいと思っております。

次に２「具体的な目標の達成状況」です。全部で23項目あるのですが、結

果は一覧表にあるとおりです。重点施策として１から６まであり、◎と○を合

わせて84%の達成率です。不十分としたところの検証結果と方向性については

赤字で記載のとおりで、「確かな学力の育成」これはメディアでの取り組みが

少々できなかったということで啓発に努めたいと考えております。

「あったかあいさつ運動」は、学校では一生懸命しておりますが、PTAを含

め地域の方やお家の方とかの地域を巻き込んだ取り組みを目指したいと感じて

おります。次に「子育て支援の充実」というところで、子育てふれあいセンタ

ーの評価が86%と満足していただいておりますが、一応、90%以上が達成で、

おおむね達成としております。かなり高い設定値を設けておりますので、86%

で若干足りなかったということです。出てきた結果の中身を見ながら改善に努

め、より一層改善していきたいと思っております。次に各こども園の満足度に

ついては、キッズランドやちよ、キッズランドかみともに全項目90%以上とな

っております。ただ、中区３園については年度末にアンケートを実施して、満

足度を評価する予定ですので、現在のところまだわかっておりません。それを

踏まえて評価することになると思います。

統合中学校の開校に向けた取り組みについては、先ほどの報告のとおり、
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統合中学校開校準備委員会を10月に設置し、現在、開校に向け学校の名称、

制服、通学方法や通学路について協議を実施しております。引き続き専門部会

を中心に協議を進めるとともに、その結果につきましては積極的に情報を発信

したいと考えております。

また、この４月から「子ども基本法」という法律ができ、子どもに関するこ

とは子どもの意見を聞くということが謳われておりますので、子どもたちの意

見をこの新しい中学校の設立に反映できるような仕組みも検討していきたいと

考えております。

次に主要施策については一覧表のような状況になっており、各項目に分けま

して、特に△が出ているところについてこういうふうにしてまいりますという

ことで、以下赤で書いており、ご覧いただきたいと思います。概ね◎、○と達

成できているものがほとんどですが、一部未実施の●とか不十分なものもあり

ます。それについてのコメントを記載しておりますので、ご覧いただきたいと

思います。コロナ禍の影響により当初予定しておりましたことがなかなかでき

なかったりということがあります。ウィズコロナですのでできるだけ現在の状

況に適応する形で子どもたちにより行き届いた教育施策をとってまいりたいと

考えております。

次に３番目の取り組み状況の詳細です。目標の達成状況については、先程同

様、◎、○、△、●で、それぞれ「具体的な目標の達成状況」に表記されてお

りますのでご覧いただきたいと思います。今年度の取り組みについては、最後

のページの「おわりに」で書かれておりますが、具体的な指標とか目標値等に

基づいて取り組みの現状を押さえた上で、来年度の教育方針の立案に生かして

いきたいと考えております。また今後の方向性はエビデンスに基づく教育施策

を展開できるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上、簡単

で駆け足の検証結果の報告となりましたがご覧いただき感じられたことを、ど

んなことでも結構ですので、ご意見を頂戴したいと思っております。以上です。

教育長：それでは今ご覧になって、いきなりで大変無理なお願いをするのですが、

委員さんからどんな項目でも結構ですので、何か感じられたことがありまし

たらお願いします。

委 員：今この資料を見せていただいて、「食事をする」という項目についての意見

です。もちろん勉強は大事ですが、食事をするというのも大事な項目だと思い
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ます。それで家庭に一番協力を得なくてはいけない項目だと思いますけれども、

本当にどうしたらこれが100%になるのか、100%は無理でも100%に近づいて

ほしい。多可町の子どもたちは「みんな朝ご飯を食べて元気です。」「朝から活

力でますよ。」という素晴らしい子どもたちになってほしいと思います。ぜひ、

この項目を今からでも重視して家庭との協力を得ながら100%になるよう、◎

になるようにお願いしたいと思いました。

教育長：ありがとうございました。ちなみに朝食を毎日食べる児童生徒の割合とい

うのは全国学力学習状況調査の結果に基づいて記載しており、現在の小学6年

生と中学3年生の学年の結果ですので、全児童・生徒ではないという辺りをご

理解いただきたいと思っております。あくまでも傾向です。ありがとうござい

ました。

教育長集約：それでは、貴重な意見を参考にさせていただき、また取り組みを進め

てまいりたいと考えております。他の委員さん、ご覧になって聞かれて感じら

れることありますか。

委 員：主要施策１の「子育て・子育ち環境」のところで子育ち環境という言葉が

聞きなれないなと思ったのですが、これは保育施設とかになるんでしょうか。

教育長：この文言については第２次多可町教育ビジョンにその項目があり、それに

基づいて同じ名前をつけております。子育て環境というのは大体イメージでわ

かると思うんですが、「子育ち環境」これは家庭ではなく公のサービスの環境

がどうなっているかで、例えばこの項目ですと、（２）の「学童保育・児童館

事業の充実」というのがありますが、こういったものがそれに当たると考えて

おります。それが充実できるようにということで(１)～(４)の家庭教育の充実

も含めて項目分けがしてあるということです。あまり聞きなれない言葉だと思

いますがよろしいですか。他の委員さんも何かございますか。

委 員：この冊子は、大変細かいところまで毎年きちんと整理されて一つの目標と

して町として進められていることがよくわかりました。ただ、これはかなりた

くさんの項目ですが、現場の子どもたちや職員の方々も含めて、その現場と資

料とが一致するということは無理だと思うのですが、ほんの少しでも歩み寄れ

ることも大事かなと思います。ただ、失礼ですが、こういった資料が資料だけ
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で終わってしまうことがないように、数字を見て終わりではなく、やはり現場

の子どもたち、保護者、教職員の動作、言葉、心として受け止め、見えない数

字もあるということを心して進めていくことが大事だと思います。確かに数字

ほど明確なものはないと思うのですが、子どもの動作、考え、それから保護者

の思いとかも含めた結果であると思いますので、１年１年項目が変わるのかも

しれませんが、これについてはゴールはないということも意識しておかなけれ

ば冊子がもったいないと思いますので、この資料を持ち帰って詳しく見させて

いただきたいと思います。きっちりした数字は出ないだろうと思いますが、ま

ず子どもたちの様子を見る、子どもたちの言葉を聞く、文章を読む。その中で

先生方や保護者が「これはできてきたな」、「これは子どもたちにもよく定着し

てきたかな」と感じる。そういう視点を持ってこれからも点検と評価を進めて

いってもらえたらと思います。今年度の冊子では非常に細かいところまできっ

ちり整理されていますので、ぜひ現場の先生方を通じて子どもたちの教育を進

めていってもらいたいと思います。

教育長：ありがとうございました。冊子を作って終わりということではなく、その

結果を今度の校長会とか教頭会を通じて各学校の方にも知らせていきながら、

また学校からの意見や保護者からの意見も聞けるようなオープンな形にしてご

意見を頂戴して、次年度の方針とか主要施策の立案に役立てていきたいと思い

ます。貴重なご意見ありがとうございました。

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

教育長：続きまして、日程第５ 報告事項に入りたいと思います。まず（１）各種委

員会の報告についてですが、委員さん方で出席された会議の報告等がございま

したら順によろしくお願いいたします。まず、委員さんが前回、社会福祉協議

会に参加されておりましたので口頭で簡単にお願いできますか。

委 員：昨年度の予算のことについて、経過を聞かせていただいたことと、今後の

福祉意識の持ち方、そういったことについてお話がありました。

教育長：ありがとうございました。

教育長：続きまして別の委員さんお願いいたします。
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委 員：１月19日に多可町トライやる・ウィーク推進協議会の２回目があり、報告

事項としてトライやる・ウィーク事業の振り返りがありました。今年は３年ぶ

りに５日間の各事業所での活動となりましたが、コロナ前には行われてきてい

た丁寧な事前準備から省けるものは省き極力簡素に実施されました。結果とし

て良かったと判断されましたので、今後も簡素化の方向でいきたいとのことで

した。活動後の生徒へのアンケートでも、ほとんどの項目で過去２年間より満

足度の高い数値が出ておりましたので良かったと思いました。以上です。

教育長：ありがとうございました。今のお２人のご報告に質問等は特にございませ

んか。他の委員さんは特に報告しないといけないような会議とかはありませ

んか。

委 員：ありません。

教育長：わかりました。それでは続きまして教育委員会事務局の報告に入ります。

まず、教育総務課から報告をお願いします。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①令和４年度 就学援助制度申請状況について

事務局：失礼いたします。それでは報告させていただきます。全部で９項目です。

まず就学援助制度申請状況についてです。

（個人情報が含まれているため非公開）

②就学援助等について

事務局：就学援助制度の新入学学用品準備費の入学前支給のお知らせについてです。

これは就学援助費のうち入学に必要な学用品を購入する費用の一部として事前

に新入学学用品準備費として支給するという事業です。新入学とありますので

小学校１年生そして中学校の新１年生の保護者の皆様に対して給付することに

なっております。援助の対象は就学援助と同じで、児童扶養手当の支給を受け

ている方、各項目のいずれかに該当する世帯の方とか、こちらで設定しており

ます世帯の合計所得準額以下の世帯の方ですとか、町民税が非課税の世帯の方
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を対象に入学準備金の対象としております。所得基準は資料のとおりで、令和

３年度中の合計所得を基準にさせていただいており、申請期間はこの１月30

日から２月13日までです。なお、こども園から新しく小学校一年生になる方

については教育委員会や両地域局で受付をさせていただいており、中学校の新

入生の方につきましては各小学校で受付をさせていただいています。金額につ

きましては、新小学校１年生の方には54,060円、新中学校１年生の方には63,0

00円を支給する形になっております。

③学校の令和４年度卒業式及び令和５年度入学式について

事務局：令和４年度卒業式及び令和５年度入学式の出席予定表です。委員の皆様に

ご出席いただきたく一覧表を作成しております。令和４年度の卒業式ですが、

小学校は３月23日 木曜日の開催で、中学校は３月15日 水曜日の開催です。

二人の委員さんにおかれましては小学校、中学校ともにお世話になりますがよ

ろしくお願いいたします。それと令和５年度入学式ですが、小学校は４月10

日の10時半からです。そして中学校は、その前の４月10日の９時から開始さ

れます。ここでも二人の委員さんにご出席いただきたいと思っておりますので、

ぜひよろしくお願いいたします。

委 員：はい

事務局：資料の修正です。令和５年度の各小・中学校の入学人数ですが、令和４年

度入学分の人数が掲載されております。今年度の人数は概ね把握できておりま

すので、後日ご報告させていただこうと思います。

④多可町立統合中学校開校準備委員会について

事務局：多可町立統合中学校開校準備委員会について報告させていただきます。先

の教育長の報告にありましたように総務部会、通学部会と順次開催させていた

だいております。総務部会では制服や学校名について、そして通学部会では通

学の際の課題や地域公共交通の見直しに向けた各区の課題の洗い出しを行って

います。そして第３回の多可町立統合中学校開校準備委員会の本会議ですが、

３月16日木曜日の開催で、現在募集中の学校名を決定したいと考えておりま

す。傍聴が可能ですので委員の皆様にもお越しいただければと思っております。

よろしくお願いいたします。
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⑤多可町立統合中学校建設設計業務にかかる公募型プロポーザルについて

事務局：多可町立統合中学校建設設計業務に係る公募型プロポーザルについてです。

教育長からの報告にもございましたが、２月７日にプロポーザル方式により業

者決定を行い令和５年度に設計業務をスタートさせるスケジュールとなってお

ります。

⑥多可町図書館事業について

事務局：多可町図書館事業についてご説明いたしたいと思います。まず、おはなし

会が２月11日と２月25日の土曜日に実施予定です。

⑦那珂ふれあい館事業について

事務局：２月の予定を付けております。関連事業としましては、第３回の多可町文

化財保存活用地域計画協議会を１月29日の日曜日に開催いたします。それと

第２回多可町文化財保護審議会が２月18日土曜日の開催ですが、時間の変更

があり午後の１時30分からの開始です。それと第25回多可町おもしろ歴史セ

ミナーという大変人気の講座で、第１回目を２月５日 日曜日、第２回目を２

月12日 日曜日に開催予定です。ご興味のある委員さんはご参加いただきたい

と思います。

⑧12月定例教育委員会要旨録について

事務局：12月の定例教育委員会の要旨録を掲載しておりますのでご覧いただきたい

と思います。

⑨第２回多可町総合教育会議要旨録について

事務局：次に第２回の多可町総合教育会議の要旨録を掲載しておりますのでご覧い

ただきたいと思います。私からは以上です。

教育長：それではただいまの教育総務課の報告につきまして、何かご意見なりご質

疑等ございませんでしょうか。自由討議で結構ですのでご遠慮なくご意見を

お願いします。

委 員：すいません。就学援助の小学校のところの援助の内容が54,060円となって

おりますが、この末尾の60円というのは何か意味があるんでしょうか。
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事務局：この金額は基準に基づいて設定しており、中途半端な額ですが、その額を

そのまま採用しております。

教育長：個々の必要と思われる用品をの額をずっと積算しまして、合計するとこの

半端な60円が出てくるということでご理解いただきたいと思います。他の委

員さん何かございますか。

委 員：最近自然環境の破壊とか温暖化とか戦争とか、コロナ禍とかでいろんなも

のの値段が上がり出費も多くなる昨今ですので、そこを考えた予算とか支給額

になればいいなということをすごく感じるわけです。人数割のことで質問です

が２人世帯、３人世帯、４人、５人、６人世帯と表の中に小学校も中学校も書

いてあるんですけども、今年度は６人世帯の枠が入ってきております。去年は

５人世帯で止まっていて、次に何世帯以上となっていたところに６人世帯が入

っております。これはどうして入ったのかということなんですが。

教育長：教育総務課、わかりますか。

事務局：すいません。６人世帯の欄が増えたところは、一旦持ち帰り、後日きちん

と報告させていただきたいと思います。この合計所得金額の算出についてはい

ろんな世代のパターンがあり、昨年より急激な変化のない形で所得を設定しな

ければならないという制約の中で金額を設定しております。５人と６人で行っ

た想定は色々な場合があり想定を増やした形で設置をすることによって、あら

ゆる世帯構成に対して対応できる形で、少し設定金額を増やしていると思いま

す。この件については詳細を調べた上、再度報告させていただきます。

教育長：はい、ありがとうございました。他に何かございますか。コロナ禍で生活

が苦しい状況のご家庭が増えていることから、よりきめ細やかに対応していく

方向で毎年見直しをしており、ここでは出していませんが、生活が苦しいご家

庭のために教育委員会としましても新たな施策も含めて打ち出していけるよう

に検討しているところです。またお諮りさせていただきますのでよろしくお願

いします。

それでは、これで教育総務課からの報告を終了し、次に学校教育課の報告

に移りたいと思います。それでは学校教育課の報告をよろしくお願いします。
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【学校教育課】

事務局：２月の行事予定を掲載せさせていただいております。小中学校の関係です

けども、ふるさと教育の一環でふるさと検定を２月13日から３月３日までの

期間で各小学校で行ってもらいます。これは令和２年度からタブレットで実施

できるように変更しており、子どもたちの答えが瞬時に先生方に集約できる状

況を作らせていただいております。今回の教育方針の指標にも入っております

が、こちらで出てきた数字が指標に入ると思っております。それから青少年育

成センターの運営協議会が２月14日火曜日に実施されます。そして第２回の

いじめ防止対策検証委員会ですが、本番は３月３日金曜日、加美コミュニティ

プラザで実施し、それに向けた事前会議を２月22日水曜日にリモートで行う

ことにしております。それと第２回の学力向上推進委員会を２月28日、学力

向上推進アドバイザーの阿部先生に来ていただき実施します。小学校は12月

に全国規模の学力テストを６学年が受検しており、その結果が返ってまいりま

すので、それも含めて検証もさせていただこうと考えております。学校教育課

からは以上です。

教育長：ただいまの学校教育課の報告につきまして、何かご意見、質疑等ございま

せんでしょうか。自由討議で結構ですので遠慮なくご意見をお願いいたしま

す。いかがですか。

委 員：特にありません。

教育長：第２回のいじめ防止対策検証委員会は公開で行っておりますので、また教

育委員さんも、一度見ておきたいということがありましたら、ぜひおいでいた

だけたらと思っております。続きまして、こども未来課の報告に移りたいと思

います。それではこども未来課の報告をよろしくお願いします。

【こども未来課】

事務局：２月の行事で１点ございます。土曜チャレンジということで２月11日土曜

日の９時30分から11時まで、加美プラザにおいて「フラワーケーキを作ろう」

を開催する予定です。また、１月29日日曜日に播州歌舞伎クラブ新春定期公

演がございます。もし委員さんの中で行こうという方がおられましたらよろし

くお願いしたいと思います。以上です。
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教育長：それでは、こども未来課の報告につきまして何かご意見、質疑等はござい

ませんでしょうか。

教育長：こども未来課長から話がありました、３年ぶりの播州歌舞伎クラブの定期

公演をベルディーホールで行いますので、お時間よろしければ、ぜひ来ていた

だけたらと思っております。それから付け加えですが、播州歌舞伎クラブでは

使用する衣装や小道具等いろいろと準備しなればけないものが沢山あり、お金

が結構かかるということで西脇ロータリークラブから援助の申し出がありまし

た。まだ実際に執行されてはいませんが「着物などを買ったりするのに使って

ください」というありがたい申し出がありましたことをご報告させていただき

ます。具体的な金額とかどういったものをか買ったのか等については、次回以

降に報告できたらと思っております。他に何かございますか。

委 員：そういった補助は非常にありがたいです。いい話ですね。

教育長：そうですね。本当に感謝しております。またそういった文化の補助等に積

極的な情報がありましたら、教育委員会の方でもできるだけ情報収集をしまし

て、そういった歌舞伎クラブの運営等に役立てていったり他の事業についても

そうですが、活用してまいりたいと思っております。

教育長集約：それではこども未来課からの報告を、特に意見がなければ終了いたし

ます。

（３）次回教育委員会について

教育長：次に報告事項、（３）次回教育委員会の開催日について調整をお願いします。

定例教育委員会は基本的に第４木曜日となっておりますが、２月23日が祝

日ですので２月の定例教育委員会は２月22日水曜日でいかがでしょうか。

（と き：令和５年２月22日（水） 午後１時３０分～ で承認される。）

(４)その他

教育長：皆さんよろしくお願いします。それでは次にその他に入っていきますが、

事務局を含めてその他について何かありますでしょうか。もし聞きたいこと

とかご意見がありましたらお願いいたします。
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委 員：先ほどの統合中学校の建設についての会ですが、傍聴は可能ですか。

教育長：教育総務課から今のことにつきましてお願いします。

事務局：失礼いたします。多可町立統合中学校建設設計業務の中のプロポーザルの

ことでよろしいでしょうか。申し訳ございません。これは審査会があり入札も

ありますので、非公開とさせていただいており、傍聴等は不可となっておりま

す。先ほど話が出ておりましたが、３月16日の19時30分からベルディーホー

ルで開催される開校準備委員会の第３回の開校準備委員会は公開ですので傍聴

が可能とのことです。お時間がございましたらお待ちしております。

委 員：はい。

教育長：この統合中学校開校準備委員会第３回目につきましては総務部会、通学部

会で話し合われた内容が報告されます。そこでまた承認を得て次の段階へ進む

という形をとっており、お時間があればぜひ傍聴に来ていただけたらと思って

おります。他に何かございますか。

委 員：第２回いじめ防止対策検証委員会のときにお聞きすればよかったのですが、

これは事前会議と本番があるということでしたが、その内容は同じかどうか内

容を教えていただきたいのですが。

教育長：それでは学校教育課長からよろしくお願いします。

事務局：失礼いたします。いじめ防止対策検証委員会ですが、この11月に１回目を

開催しておりそれ以降、現在までの取り組み状況、つまり「できている・でき

ていない」を検証するようなシートを作り、それを使ってそれぞれの委員さん

に説明し助言をいただくというのが大きな流れです。事前会議というのは、ま

ず資料のチェック等を踏まえて、当日の進行の打ち合わせの形になり、会議自

体はリモートで30分ぐらいで終わる形です。いきなり本番というのはなかな

か難しいのでそのようになっております。

教育長：よろしいでしょうか。
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委 員：はい。

教育長：他の事務局も含め何かございますか。それでは私の方から報告させていた

だきます。先日、管理職試験の選考結果の報告が来ており、今年度の校長試験

と教頭試験の結果の通知を受け取っております。今ここで発表はできませんが、

合格者については学校長に合格・不合格の連絡をさせていただき、それを踏ま

えて現在校長と一般教職員につきましてもヒアリングをしております。また、

学校の要望とか来年度につく教職員の枠について踏まえた上で、多可町の異動

方針に基づき、年度末の教職員の異動を計画して参りたいと思っております。

２月に２回目の校長のヒアリングを行って人事異動を決定し事前に教育委員会

で提案させていただくことになっております。併せまして主幹教諭についても

２月に県の方で任用についての選考があります。各学校に主幹教諭は最低１名

は置いておかないといけないということがあり任用に向けて多可町からも推薦

者を小中学校から出している状況です。残念ながら中学校の現場で実際に働い

ておられる主幹教諭の先生がいないという状況が生じてきており、それが課題

となっておりますので、そういった主幹教諭が現場に実際にいないような学校

がないように考えて選考の推薦をしていったり、また選んでいただくように県

の方に働きかけをしていきたいと考えております。以上、少し付け加えて申し

上げました。

他に何かございますか。よろしいですか。先ほどから報告もさせていただ

きましたが、年度末に向けていろいろと教育委員会事務局が一番多忙な時期に

なってきます。今年度の結果を踏まえて、また学校では校長をはじめ現場の先

生方とも情報共有を図りながら来年度より良い施策の展開をしてまいりますよ

うに努力して参りますのでよろしくお願いいたします。

それでは特にないようでしたら本日の会議は全て終了ということにしたい

と思うのですがよろしいでしょうか。何かございますか。よろしいですか。

委 員：はい。

教育長集約：それでは本日予定しておりました、定例教育委員会の議事日程が、す

べて終了いたしました。これで委員会を閉じたいと思います。皆さん、ご協議

どうもありがとうございました。

【閉 会】
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教育長 午後２時３３分 閉会宣言

令和５年１月２６日

㊞

㊞
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